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特集 1 

 
建設副産物リサイクル広報推進会議 

－30 年の活動を振り返って－ 
 

建設副産物リサイクル広報推進会議 会長  佐藤 直良 
 

 
平成 4 年(1992 年)5 月に建設副産物リサ

イクル広報推進会議（以下 広報推進会議）

が設立されました。 

 来年、令和 4年（2022 年）5月に設立 30

年を迎えます。この間、国土交通省を始め、

関係省庁や自治体、更には建設業や廃棄物

処理業などの極めて多くの関係者の皆様の

御支援・御協力により建設副産物のリサイ

クルは飛躍的に向上しました。 

 振り返ってみますと広報推進会議設立以

前は、高度経済成長のうねりの中での大量

生産・大量消費に象徴されるように、建設

分野においてもスクラップ＆ビルドが盛ん

に行われ、建設廃棄物の不法投棄や建設残

土問題が大きな社会問題として顕在化して

いました。このため当時の建設省（現国土

交通省）は業界の関係者を交えて平成 2 年

に「総合的建設副産物対策研究会」を立上

げました。この発展的組織として平成 4 年

に建設副産物リサイクル広報推進会議を設

立しました。その後、広報推進会議は数々

の積極的な広報啓発活動を展開し、会員数

は 33 団体（令和 3 年 4 月現在）にも及び、

大変大きな組織となっております。 

 平成 7 年度に初めて「建設副産物実態調

査」が実施されましたが、当時はリサイク

ルの優等生といわれたアスファルト・コン

クリート塊でさえリサイクル率が 80％、建

設廃棄物全体で 60％弱でした。建設廃棄物

の年間の最終処分量も 4,000 万トン以上に

も達し、最終処分場の残余容量も切迫して、

廃棄物が社会全体に大きな環境負荷をもた

らしていました。 

 このため、国は循環型社会形成推進基本

法や建設リサイクル法、グリーン購入法な 

 

どの法制度を整備し、

また広報推進会議等

と連携して関係機関

や国民への啓発活動

にも努め、これらの

施策を通じて資源循

環型社会形成に向け

て国民的気運を高め、

昨今では建設リサイ

クル率も95％を超える世界トップクラスに

なりました。 

 このように、世界に誇るべき水準を達成

することができましたのは、国や自治体の

公的関係機関のみならず、建設事業に携わ

る設計、施工、資材製造・運搬、維持管理、

解体、廃棄物処理といった極めて広範囲に

わたる各分野の実に多くの関係者の皆様の

御尽力があっての賜と、ここに深く感謝い

たす次第です。 

 令和 2年 9月 30 日に「建設リサイクル推

進計画 2020～「質」を重視するリサイクル

へ～」が国土交通省から公表されました。 

「建設リサイクル推進計画 2020」は維持･

安定期に入ってきた建設副産物のリサイク

ルについて、今後は「質」の向上が重要な

視点となっています。 

 今後は、建設事業を取り巻く環境は大き

く変化し、リサイクルをめぐる状況も多様

化していくことが予測されます。私ども広

報推進会議は 30 年という一つの節目を迎

えるにあたり、時代の要請に合致した建設

リサイクルの推進活動に、より一層積極的

に取り組んでまいりたいと思っております。 

 今後とも皆様方の一層の御支援、ご協力

の程、よろしくお願い申し上げます。 

1



 

 
 

特集 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 関係法令・通知等 建設副産物リサイクル広報推進会議の事業

平成４年（1992） 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」の改正
建設副産物リサイクル広報推進会議設立（当時21団体）
建設副産物リサイクルシンポジウム開催（東京）

平成５年（1993） 「建設副産物適正処理推進要綱」策定 '93建設副産物リサイクルシンポジウム開催（東京）

平成６年（1994） '94建設副産物リサイクルシンポジウム開催（東京）

平成７年（1995） '95建設副産物リサイクルシンポジウム開催（東京）

平成８年（1996）
'96建設副産物リサイクルシンポジウム開催（神戸）
'96建設副産物リサイクフォーラム開催（東京）

平成９年（1997）
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」の改正
「建設リサイクル推進計画’97」策定

機関誌「建設リサイクル」創刊（10月）
'97建設副産物リサイクルシンポジウム開催（名古屋）
'97建設副産物リサイクルフォーラム開催（東京）

平成10年（1998） 「建設副産物適正処理推進要綱」改正
'98建設副産物リサイクルシンポジウム開催（仙台）
'98建設副産物リサイクルフォーラム開催（東京）
『建設副産物適正処理推進要綱の解説』発行、講習会開催

平成11年（1999）
'99建設副産物リサイクルシンポジウム開催（新潟）
「建設汚泥リサイクル指針」講習会を全国6会場で開催
「建設副産物適正処理推進要綱」講習会を全国37都道府県で開催

平成12年（2000）
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」公布
「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）」公布

「建設リサイクル法」パンフレット発行
「建設リサイクル法」説明会を全国で開催（～平成15年度）
2000建設副産物リサイクルシンポジウム開催（福岡）
小中学生向け建設副産物学習会開催

平成13年（2001）
「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に
関する基本方針（建設リサイクル法基本方針）」の告示
「解体工事業に係る登録等に関する省令」公布

2001建設副産物リサイクルシンポジウム開催（札幌）
ホームページ開設

平成14年（2002）
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」完全施行
「建設副産物適正処理推進要綱」の改正
「建設リサイクル推進計画2002」策定

「建設リサイクル法」街頭PR活動実施、広報用ポスター・チラシ作成
設立10周年記念フォーラム開催
2002建設副産物リサイクルシンポジウム開催（広島）
「建設副産物適正処理推進要綱」説明会を全国10会場で開催

平成15年（2003）
「建設リサイクル法」施行1周年イベント開催（東京駅コンコース）
2003建設副産物リサイクルシンポジウム開催（さいたま）

平成16年（2004）

2004建設副産物適正リサイクルフォーラム開催（大阪）
「建設リサイクル法」に関する街頭広報イベント開催（東京駅）
建設リサイクル法等リサイクル関連講習会を全国10会場で開催
ホームページリニューアル

平成17年（2005）
2005建設副産物リサイクルシンポジウム・技術展示会開催（名古屋）
建設リサイクル現場実務講習会を全国10会場で開催

平成18年（2006）
2006建設副産物リサイクルシンポジウム・技術展示会開催（仙台）
建設リサイクル現場実務講習会を全国10会場で開催（～平成19年度）
ニュースメールの発信開始

平成19年（2007）
2007建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（新潟）
ホームページに「情報プラザ」のページを作成

平成20年（2008） 「建設リサイクル推進計画2008」策定
2008建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（福岡）
建設副産物の適正処理に係わる講習会を全国10会場で開催（共催・後援）
（～令和3年度）

平成21年（2009）
2009建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（札幌）
建設汚泥再生利用マニュアル講習会を全国3会場で開催
建設副産物の不適正処理の実態と改善方策について勉強会を開催

平成22年（2010）
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」の改正
「土壌汚染対策法」の改正

2010建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（高松）

平成23年（2011） 2011建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（さいたま）

平成24年（2012） 2012建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（大阪）

平成25年（2013） 2013建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（名古屋）

平成26年（2014） 「建設リサイクル推進計画2014」策定 2014建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（広島）

平成27年（2015） 2015建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（仙台）

平成28年（2016） 2016建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（東京）

平成29年（2017） 2017建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（新潟）

平成30年（2018） 「土壌汚染対策法」改正

2018建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催（福岡）
2018建設リサイクルシンポジウム開催（東京）
機関誌「建設リサイクル」を春号より電子媒体へ移行
建設副産物リサイクル広報推進会議の英語版ホームページの開設

令和元年（2019）
2019建設リサイクル国際シンポジウム開催（東京）
2019建設リサイクル技術発表会・技術展示会開催（札幌）
「建設資源循環利用促進賞」を創設

令和２年（2020） 「建設リサイクル推進計画2020」策定 建設リサイクル推進計画2020シンポジウム開催（東京）

令和３年（2021） 2021建設副産物リサイクル技術発表会・技術展示会開催予定（徳島）

建設副産物リサイクル広報推進会議 30 年のあゆみ 
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１．はじめに 

我が国の建設分野における副産物の発

生・処理・利用は関係者・機関の不断の努

力によって一定の成果があがっていて，建

設廃棄物の再資源化・縮減率でみれば 1990

年代の約 60%から 2018 年度には約 97%に達

している 1)。その一方，建設発生土に関連

する不適正処理の事例が未だみられること，

大深度地下の利用や高速交通施設の建設に

伴い大量の掘削土・汚泥の発生が想定され

ること，プラスチック廃棄物への対応が国

際的にも着目されていること等を踏まえる

と，今後は「量」に加えて「質」により着

目した取組みが必要になっている。 

昨年 9 月末に公表された「建設リサイク

ル推進計画 2020」2)では，『「質」を重視す

るリサイクルへ』という副題が付されてい

るように，これまでの取組みが従来通り定

量的にレビューされるとともに，今後は評

価方法も含めて「質」の議論の重要性を喚

起したものとなっている。従来概ね 5 年と

されていた計画期間が最大 10 年に延長さ

れたのは，「量」に関して一定の成果があが

ってきたことから，「質」の評価を丁寧・着

実に行うべき時期に来ているとの見方もで

きるだろう。さらには，国内の多くの社会

資本の維持管理・更新時代の到来，激甚化

する災害への対応，生産性向上といった，

時代の流れ・要請も踏まえた建設リサイク

ルの方向性が求められる。そこで本稿では，

筆者が近年関わってきた建設リサイクルに

関わる課題を中心に私見も含めて述べる。 
 
２．建設リサイクルにおける「質」 

前述のように「建設リサイクル推進計画

2020」には『「質」を重視するリサイクルへ』

との副題が付され，様々な観点から質の向

上に関する方向性が記載されているが，「質

とは何か」について敢えて明確な定義はな

されていない。ここで筆者がその定義を提

案することは難しいが，「質」がカバーする

事項としては，①再生資材の品質と用途，

②処理や輸送における安全性・確実性・効

率性，③建設廃棄物の発生抑制につながる

良質な社会資本の形成と維持管理，④管

理・マネジメントのプロセスにおける質の

担保，⑤従事者への社会的評価，などが挙

げられよう。 

最もわかりやすい「質」の例は，①の再

生資材の品質と用途である。例えばコンク

リート塊（発生量 3690 万トン）の再資源化

には再生砕石（再生クラッシャラン），再生

砂，再生コンクリート骨材があるが，多く

は再生砕石（約 3460 万トン）と再生砂（約

200 万トン）としての利用となっている 1）。

良質の骨材を回収し，再びコンクリート用

骨材として用いることは，リサイクルの「質」

の観点から重要である。アスファルト・コ

ンクリート塊についても同様であり，再生

 
社会の重要な機能としての建設リサイクル 

－ より高い「質」をめざして － 
 

京都大学大学院地球環境学堂 教授 勝見 武 
 
 

キーワード：発生土、自然由来の重金属等、建設汚泥、卒業 
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路盤材への再利用において再生加熱アスフ

ァルト混合物として再利用可能なものも混

在している可能性があり，アスファルトの

原材料である原油が我が国ではほぼ全て海

外からの輸入に頼っていることを踏まえる

と，アスファルトの再利用による付加価値

の高い再利用の推進は重要である。 

よりよい品質の再生資材を得て，より付加

価値の高い用途への活用が果たせたとして

も，そのための処理や輸送にエネルギーや

コストをかけすぎることは避けるべきであ

る。建設事業では大量の資材が使われるこ

とから，低コスト・低エネルギーで確実・

安全に処理や輸送が行われることが必要で

あろう（上記の②）。 

土木構造物は規模が大きく，そして長い

期間使われる。同じ規模と性能の構造物で

あれば，維持補修のサイクルが長い方が副

産物の発生を抑制できる。新材であれ再資

源化材であれ，良質な社会資本をつくり，

そして適切に維持更新を進めていくことは，

建設廃棄物・副産物の発生抑制につながる

（同③）。社会資本の維持更新時代を迎えて

いることを踏まえるとこの観点は重要であ

り，建設リサイクル推進計画においても建

設リサイクル全般の主要課題として挙げら

れている。 

上記①②③いずれも，出来上がった結果

としての「質」を問うているが，そのプロ

セスを明確にしておくことは，リサイクル

の信頼性を高め，より広く普及を進める上

で重要である。昨今は説明責任を求められ

る場面も多く，適切な体制で管理・マネジ

メントがなされていることを保証する必要

がある（同④）。必要に応じて第三者機関の

関与も有効であろう。 

建設リサイクルに携わる人々が，それぞ

れ高い意識とやりがいをもって任務を全う

するとともに，その仕事とそれに携わる

人々が社会で評価されることも重要である。

最近では廃棄物処理に関連する事業所で，

従業員の職務環境に配慮した事業所や、近

隣の住民と調和・連携する仕組みを取り入

れた事業所などが増えつつある。このよう

な業界関係者の意識向上の努力も含めて，

様々な立場からの取組みによって建設リサ

イクル業への理解が高まることが重要であ

ろう（同⑤）。 
 
３．土の利用と「質」 

前章では建設リサイクル全般における

「質」について述べたが，ここでは土の問

題に焦点をあてたい。発生土の不適切な処

理に関する事案がみられていることも踏ま

え，土の適切な利用と管理は重要課題であ

る。 

土は環境中にありふれた材料であり，い

わゆる工業製品でもなく，また，廃棄物で

もない。さらには，バラエティーに富んだ

土質が存在し，一つの現場でも不均質性が

存在する。土質区分基準は，このような土

の特性を踏まえて有効利用を進めるための，

「質」に着目した基盤的かつ戦略的な制度

である。土は有効利用の用途も多様であり，

単なる嵩上げや水面埋立であっても有効利

用と位置付けられるものもある。国交省の

センサスでは「準有効利用」といった用語

も使われている。構造物目的であれば一定

レベル以上の締固めなど入念な施工が求め

られるのに対して，準有効利用や土砂受入

地で締固めが不十分であれば崩落等をきた

すリスクもある。土の利用における「質」

の問題として，利用形態についての一層の

整理が必要であろう。 

自然由来の重金属等を含む掘削土への対

応は，多くの関係者が頭を悩ませている問

題である。土や岩石に重金属等が含有して

いる状況は特別なことではない。土や岩石

の元素組成は地域によって若干の違いがあ

り，日本では例えばヒ素の濃度が世界平均

より高いなどの特徴がある。そのため，土

壌環境基準や土壌汚染対策法（土対法）の

指定基準を超過するような含有量・溶出量

を呈する岩石や土も存在する。 

2017 年以前の土壌汚染対策法では，基準

不適合の土壌は自然由来によるものであっ

ても有効利用が難しい制度となっていた。

一方，このような土は，基準を超過すると

は言っても多くのものが比較的低濃度で収

まっていると言われていることから 3)，公
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共工事等への再利用の道を開くべきとの議

論があり，2017 年の法改正では図 14)に示す

ような有効利用の制度が定められたが（施

行は 2019 年 4 月），これは国交省マニュア

ル 5)などに基づく工事事例と科学的データ

の蓄積に基づくものと捉えられる。対して，

多くの自治体が設けている「残土条例」で

は基準不適合の土の利用を禁止しているも

のが多いが，自然由来の低濃度の発生土に

ついては，法の趣旨やマニュアルに基づい

て，一定の条件下での土の活用が求められ

よう。「基準を超えているものは使わない」

といったオールオアナッシングの議論に陥

るのではなく，文献 3)で示すような客観的

データを蓄積し，科学的根拠に基づいてリ

スクを定量的に評価・管理しながら資源を

適切に利用する方向性が求められる。すな

わち，土の利用における「質」とは，土そ

のものが汚染を含まないかどうかの観点だ

けでなく，仮に基準不適合であったとして

も活用を可能とする方法論としての「質」

にも着目すべきである。 

注：土の移動は，基準不適合が自然由来であることが前提である。

人為の汚染の可能性が懸念される場合（自然由来特例区域に
区域指定された後に施設等が設けられるケースなど）は，人
為汚染がないことを確認する必要がある。 

図 1 改正土壌汚染対策法における 
自然由来基準不適合土壌の活用方法 
のイメージ図（筆者作成）4) 

 
４．建設汚泥の処理・利用 

 建設汚泥も建設事業で取扱いが重要な副

産物・廃棄物である。含まれているのは土

粒子と水分（および工法によっては添加材

（剤）6）であり，構成材料そのものをみれ

ば有害物質等を含まないという前提ではあ

るが特段問題となるものはなく，その状態

すなわち高含水による高い流動性が問題と

なる。したがって，流動性が克服され，一

定の強度と耐久性が得られれば，土質材料

としての再利用は技術的には問題がないと

言えよう。昨今は，大深度地下の利用や大

規模交通施設の建設に伴い，泥水工法や泥

土圧工法によるシールドトンネル掘削が各

所で行われ，シールド発生土の処理が課題

となっている。この発生土を，廃棄物では

ない「土」として扱うか，産業廃棄物であ

る「建設汚泥」として扱うかは，工法や性

状等によって判断されている。必ずしも全

国レベルで対応が統一されていないとの指

摘もあるが，地域の実情に応じた適切な処

理を進めるという観点で捉えることも重要

であろう。このような制度上のバリエーシ

ョンはあるが，基本的な材料特性と出自を

鑑みて，建設汚泥を含む泥状掘削物は処理

を行った上で「土のように使う」方向で収

斂していくことが望ましいと考える。 

 建設汚泥処理物・再生品等の有効利用の

促進を目的として，昨年 7 月には環境省か

ら「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関

する取扱いについて（通知）」が発出された。

従来，図 27）の▲印で示すように，処理され

た品が利用される場所に搬入されて初めて

廃棄物を「卒業」できるが，この通知では

★印の時点での「卒業」を認めたものとな

っている。卒業の要件としては，①品質や

数量が適正で，②保管も適切で，③搬出と

有効利用は経済的合理性があって計画的か

つ確実に行われること，等が求められてい

る（具体的な事項は全国産業資源循環連合

会の検討会報告書 8)を参照）。つまり，当該

通知に示された方向性は，より質の高いレ

ベルの実施・管理体制を実行することによ

って，建設廃棄物のさらなる有効利用を可

能とする枠組みを示したものである。本通

知に基づく第三者認証は，「建設汚泥処理物

等の有価物該当性に係る認証」として本年

8月より開始されたところである。 

図 2 廃棄物の処理・利用と， 

「卒業」のタイミング 7) 

自然由来
特例区域

自然由来
特例区域

自然由来
特例区域

(1b) 盛土構造物
としての利用

(1a) 仮置き
（手続き上は「使用」）

(0) 汚染土壌処理
施設への委託

自然由来の重金属等を含む地層

(2) 汚染土壌処理施設
として許可された土
構造物に利用

廃棄物として
排出

★
▲中間処理

(再生を含む)

製品の原材料
として利用

製品として利用

埋立処分 など

▲

★運搬 運搬
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５．まとめ 

 図 3 は，建設リサイクルの変遷について

筆者の捉え方をまとめたものである。当該

現場レベルでの経済性・優位性に基づいて

メリットのある材料を使うことから始まり，

廃棄物管理のコストやリスクの増加に伴い

それぞれの現場で廃棄物の発生を減らす取

組みが進められた。一方，様々な社会的制

約条件が増える中で，廃棄物・副産物によ

る環境汚染や不適正処理などのリスクの影

響は当該建設事業のみの問題におさまらな

くなってきている。特に有効利用の受入先

の確保が重要となっていることから，管轄

を超えたマネジメントや，複数のプロジェ

クトをリンクする事業スキームの枠組みが

期待される。この点でみれば，「使えなかっ

たものを使えるようにする」だけの技術・

仕組みでは不十分で，発生側・処理側には

「利用用途の要求にあうものを製造する」

という製造業の視点が必要であるし，「使う

先をつくる」ことに踏み込むことも考えら

れよう。そのためには，個々の事業者や事

業において技術的な取組みを継続すること

はもちろんだが，より上位レベルで国土整

備そのものに建設リサイクルを積極的に組

み込んでいくようなコンセンサスづくりも

必要と考えている。SDGs への取組みや気候

変動への対応など社会基盤分野に求められ

る事項は高度で複雑となっており、建設リ

サイクルはそのような条件下でより重要な

役割を担っていくことが期待される。 

 末尾ながら，本稿は筆者の既発表原稿 4), 

6), 7), 9)を部分的に編集したものである。国

土交通省建設リサイクル推進施策検討小委

員会の関係各位をはじめとする多くの方々

に様々な観点からご教示を頂いた。また，

長年にわたり建設リサイクルの分野を牽引

された建設副産物リサイクル広報推進会議

の関係各位と，小委員会をリードされた嘉

門雅史京都大学名誉教授に敬意を表して，

本稿を締め括りたい。 

 

 

 

 

図 3 建設リサイクルの変遷 
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１．はじめに 

我が国では 1950～1970 年代の高度経済成長に

伴う廃棄物の増加による不法投棄等の公害問題

に対応するため、1971 年に「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（廃棄物処理法）」が制定された。    
建設分野では、1991 年に「資源の有効な利用の

促進に関する法律（資源有効利用促進法）」、2000
年に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律（建設リサイクル法）」が制定された。さらに

2000 年代からは天然資源が極めて少ない我が国

の状況のもとで持続可能な発展を続けていくた

め、3Ｒ（発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再

生利用(Recycle)）の取り組みを充実させ、廃棄物

などの循環資源が有効に利用・適正処分される

「循環型社会」の構築を目指してきた。建設分野

は多量の資材を活用することから、建設廃棄物の

リサイクル施策の展開を盛んに行っており、その

成果として、リサイクル率が 1990 年代の約 60％
から 2018 年には 97％と高い水準に達し、先進諸

国のリサイクル率と比較しても遜色のない水準

を維持している。今後は高いリサイクル率を維持

しつつ、「質」を重視する取組みが必要となる。 
本稿では、これまでの建設リサイクル行政の約

30 年間の取組みと今後の「質」を重視するリサイ

クルの方向性について述べる。 
 
２．これまでの取組み 

１）リサイクル原則化ルール策定 

資源有効利用促進法の制定を受け、1991 年に

「リサイクル原則化ルール」を策定・運用を開始

した。「リサイクル原則化ルール」は、経済性にか

かわらず、建設副産物の再資源化や再生資材を利

用する運用を定めたものである。具体的には、建

設副産物の工事現場からの搬出に際しては、再資

源化施設へ搬出、建設発生土は他の建設工事現場

に搬出を行うこと、建設資材について再生資材の

利用を原則化している。国土交通省発注工事にお

いては、現在もこの運用は継続している。 
 

２）建設副産物実態調査の実施 

建設リサイクルの状況把握・分析等を目的に

1995 年より概ね 5 年毎に「建設副産物実態調査」

を実施している。この調査は建設副産物や建設資

材を対象品目として、建設副産物の再資源化施設

等への排出量を推計するための「利用量・搬出先

調査」と、再資源化施設等での処理の実態を把握

するための「施設調査」から成る。この結果をと

りまとめたものが国土交通省ホームページに公

開されている。 
 

３）建設リサイクル推進計画の策定 

 建設副産物実態調査結果や社会的背景等を踏

まえ、建設副産物のリサイクルや適正処理等を推

進するための基本的な考え方、目標、具体的施策

をとりまとめた「建設リサイクル推進計画」をこ

れまで 5 回策定し、様々な施策を推進している。 
 1回目の計画となる建設リサイクル推進計画97
では、「公共工事発注者としての責務の徹底」を重

点事項と定め、計画・設計段階からの発生抑制や

リサイクル原則化ルールの徹底・拡大、建設工事

における適正な解体・リサイクル促進のための新

 
建設リサイクル行政の 30 年間の取組み 

 
国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 インフラ情報・環境企画調整官 隅藏 雄一郎 

 
 
 

キーワード：建設リサイクル、建設リサイクル推進計画、建設発生土有効利用 
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たな仕組みづくり（建設リサイクルに係る法整備）

が施策として位置づけられた。その取組みの成果

として、1998 年に計画・設計段階から施工段階ま

での各段階、積算、完了の各執行段階における建

設リサイクルの具体的な実施事項をとりまとめ

た「建設リサイクルガイドライン」が策定され、

2000年には建設リサイクル法が制定されるなど、

現在のリサイクルの仕組み・体制が構築された。

その結果、建設廃棄物のリサイクル率は 1995 年

の 58.2％から 2000 年には 84.8％へと急上昇する

こととなった。 
 建設リサイクル推進計画 2002 では、建設リサ

イクル法の完全施行、グリーン購入法の制定、循

環型社会形成推進法の制定を受け、さらなるリサ

イクル推進に向けた施策を展開していく。具体的

には、建設発生土の更なる有効活用のため、2003
年に「建設発生土等の有効活用に関する行動計画」

を策定、また、建設汚泥の利用促進に向け 2006 年

に「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」

を策定するなど、個別品目に着目した取組みを行

い、2005年のリサイクル率は92.2％へ上昇した。 
 建設リサイクル推進計画 2008 では、個別に策

定した「建設発生土等の有効活用に関する行動計

画」を統合、建設リサイクル推進計画 2014 では、

これまでの取組みを継続するとともに、新たに建

設発生土の官民利用マッチングなど、建設発生土

の有効活用・適正処理の取組みを具体化してきた。

これにより、リサイクル率は 95％以上に上昇し、

建設発生土の有効利用率も上昇するなど、リサイ

クル発展・成長期から、維持・安定期に入ってき

たと考えられる。 

 図－１ 我が国の建設廃棄物のリサイクル率 

３．建設リサイクルの現状と課題 

 リサイクル率は高い水準で維持されているが、

個別品目毎に着目すると課題が残されている。こ

こで、最新調査である 2018 年度建設副産物実態

調査結果に基づく個別品目毎の建設リサイクル

の現状と課題について述べる。 
 

１）アスファルト・コンクリート塊、コンクリー

ト塊 

アスファルト・コンクリート塊は、再生加熱ア

スファルト混合物、再生路盤材としてリサイクル

されており、その再資源化率は 99.5％と建設廃棄

物のなかでは最も高い。その構成をみると、高付

加価値の石油製品であるアスファルトと骨材等

となっているが、アスファルトの原材料である原

油はほぼ全て海外依存であり、資源の有効活用を

含めたリサイクルの「質」向上の観点から、アス

ファルトを再利用することは重要である。しかし

ながら、アスファルト・コンクリート塊の再生路

盤材への再利用の過程をみると、再生加熱アスフ

ァルト混合物として再利用可能であるものも混

在している可能性がある。今後は、品質を確保し

つつ、再生加熱アスファルト混合物としての活用

を推進していくべきである。 

図－２ アスファルト・コンクリート塊、 

コンクリート塊のリサイクルフロー 

8



 

 

 

特集 1 

２）建設汚泥 

建設汚泥の再資源化・利用の方法としては、建

設汚泥処理土、流動化処理土、再生砂・砂利があ

る。場外搬出量の 83％が建設汚泥再生品として再

利用できるよう再資源化されており、そのうち、

約 50％は盛土材として利用できる建設汚泥処理

土、約 13％は流動化処理土、約 11％は再生砂・

砂利となっている。 
これらの利用の手続き方法としては、廃棄物処

理法に基づき、「自ら利用」、「再生利用制度」、「有

償での売却」がある。「自ら利用」とは、排出事業

者が、発生した廃棄物を有償売却できる性状（有

価物）に自ら処理（自己処理）したものを、再生

利用することである。「再生利用制度」は、生活環

境の保全上支障がない等の一定の要件に該当す

る再生利用に限って環境大臣が認定し、この認定

を受けたものについて処理業及び施設設置の許

可を不要とする制度（大臣認定制度 ）や、再生利

用されることが確実である産業廃棄物のみの処

理を業として行う者を都道府県知事等が指定し、

産業廃棄物処理業の許可を不要とする制度（個別

指定制度）などである。 
最も利用割合が高い建設汚泥処理土を見ると、

盛土材としては、建設発生土と競合しているが、

建設発生土を工事間で利用する場合は無償利用、

最終処分等を行う場合は処分費を支払う現状が

あるため、現段階では、建設汚泥処理土の「有償

での売却」は極めて限定的なものになると考えざ

るを得ない。よって、「建設汚泥の再生利用に関す

るガイドライン」（2006 年 6 月）に基づき、「自ら

利用」、「再生利用制度」を活用した建設汚泥処理

土の利用促進を図る必要がある。 
 

３）建設混合廃棄物 

建設混合廃棄物の場外搬出量の推移を見ると、

1995 年度の約 950 万トンから 2005 年度には約

290 万トン、2018 年度には約 228 万トンと減少

しており、適切な現場及び中間処理場での分別に

より、他の個別品目に移行することで、排出抑制

が進んでいることが伺える。一方、最終処分率で

見れば、建設混合廃棄物は 36.8%となっており、

他品目に比べて最も高い値となっている。これは、

分別できない新建材等のほか、廃棄物等が混じっ

た地中障害物も一因となっていると考えられる。

産業廃棄物最終処分場の残余容量は逼迫してい

る状況であり、最終処分量を削減するための取り

組みが必要となっている。 
 

４）建設発生土 

建設発生土の全体的な流れをみると（図－３参

照）、発生量は約 2 億 9 千万㎥となっているが、

そのうち、現場内にて有効利用されている量は約

1 億 6 千万㎥である。現場から搬出される建設発

生土約 1 億 3 千万㎥のうち、内陸受入地へ搬出さ

れている建設発生土は、約 6 千万㎥と現場から搬

出されるものの４割以上を占めている。この中に

は、残土処分場に持ち込まれた土や工事での使用

が未定の土等が含まれており、これらの土の一部

が不適切に処理されている可能性がある。今後は、

適正な受入地等へ搬出する徹底した仕組みの構

築が課題であると考えられる。また、公共工事に

おいては、現場から搬出される建設発生土は、具

体の搬出先を発注者が指定する指定処分となっ

ており、国発注工事においては、ほぼ全ての工事

で指定処分が適用されている。一方で、自治体発

注工事では、指定処分が適用されていない工事も

存在し、結果として、指定処分されていない公共

工事は 14％程度を占めている。よって、自治体発

注工事等における指定処分の拡大により、行き先

が不明確な土等の発生自体を抑制することも課

題である。建設発生土については、有効利用され

なかった建設発生土の一部が不適切な処理をさ

れ、環境保全上の支障が生じている事案も存在し

ている。建設発生土の有効利用に関する取り組み

をより一層積極的に進めていく必要がある。 
 

図－３ 建設発生土のフロー 

9



 

 

 

特集 1 

５）建設廃プラスチック 

廃プラスチックは、2017 年以降、中国、東南ア

ジア諸国で輸入が禁止されたことや、廃プラスチ

ックの対応について国連の「持続可能な開発目標

（SDGs）」でも求められており、廃プラスチック

の３Ｒ等を行うための取り組みが必要である。

2018 年度建設副産物実態調査によると、廃プラ

スチックの排出量のうち約 3 割 が最終処分され

ていると推定される。仮に、建材の廃プラスチッ

クの総排出量を約 60 万トンとすると、約 18 万ト

ンが最終処分されていると推定できる。この量は、

最終処分される廃アスファルト・コンクリート塊

（10 万トン）より多く、最終処分される廃プラス

チックの削減は重要な課題である。 
 

４．「質」の重視へ 

 これらの現状と課題を踏まえ、国土交通省では

2020 年 9 月に「建設リサイクル推進計画 2020～
「質」を重視するリサイクルへ～」を策定した。

新たに取組むこととしていくつかの施策を紹介

したい。 
 

１）廃プラスチックのリサイクル推進 

 これまで品目別には注視してこなかった廃プ

ラスチックは３．５）で述べたように、建設業に

おいても対応が必要である。そこで、建設工事か

ら発生する廃プラスチックの分別・リサイクルを

推進するため、廃プラスチックのデータ等の収

集・分析を実施し、効率的な現場分別の在り方に

ついて検討を行う。 

 

２）建設発生土のトレーサビリティ 

建設発生土については、発生元から最終の搬出

先までは多数の受入地や業者を経由することか

ら、その移動の実態把握は困難な状況にある。一

方で、その実態把握は建設発生土の不適正な取扱

の抑制等にも資する可能性があり、移動の経路を

正確に追跡し、実態を把握することは重要である。

このため、ＩＣＴ技術を活用し、発生元から搬出

先までの経路を正確に把握するトレーサビリテ

ィシステムの導入について試行を行う。例えば、

残土を運搬する車両には ICカードを備えておき、

発生現場や受入地にはタブレット端末（あるいは

スマートフォン）をそれぞれ準備し、IC カードに

は車両の情報を前もって紐づけしておくことで、

発生現場を出発する際や受入地に到着した際に

運搬開始や終了の情報を収集することができる。

データ取得の即時性、事業者のコンプライアンス

確保、事業者間の情報共有と事業の円滑化、透明

性の確保、などのメリットが考えられる。 
 

５．おわりに 

 建設リサイクル行政の約３０年間を振り返る

と、建設リサイクル推進計画の策定等により、関

係する業界団体と一体となり、着実に実施してき

た取組みの成果が結実しているといえる。リサイ

クル発展・成長期から、維持・安定期に入ってき

た建設リサイクルは、今後、「質」を重視する取組

みへ発展する。循環型社会形成に向け、より一層

の建設リサイクルを推進していく。 
  

 

参考文献 
1) 国土交通省（2020）：建設リサイクル推進計

画 2020～「質」を重視するリサイクルへ～. 
2) 国土交通省（2019）：平成３０年度建設副産

物実態調査結果. 
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１．はじめに 

 日本の産業界全体では毎年約 3 億 8 千万

トンの産業廃棄物が排出されている（令和

元年度実績値、環境省調査結果）。その中で

建設業の排出量は約 20%を占めており、電

気・ガス・熱供給・水道業（25.9%）、農業・

林業（21.5％）に続く第 3 位の排出量とな

っている。 
 このように、建設業界は多量の廃棄物を

排出しており、資源循環型社会を目指すた

めには、よりリサイクルの推進が求められ

ている。また、建設工事には多くの資材が

用いられ、それらを廃棄物にしない取組み

と共に、他産業の廃棄物から製造された製

品の利用においても、大きな受け皿の役割

を果たしている。 
 ここでは、建設業界における建設廃棄物

のリサイクルに対する取組みを紹介する。 
 

２．建設業の環境自主行動計画 

 日本建設業協会では、建設工事が地域の

自然環境、社会インフラ整備等における工

事中および供用時における CO2の排出や、大

量の建設副産物排出など、環境に与える影

響が大きいことを認識し、建設業としてこ

の地球環境を保全するための自主的な行動

計画として、1996 年 11 月に当時の（社）

日本建設業団体連合会、（社）日本土木工業

協会（以下、土工協）および（社）建築業 

 

協会の３団体（建設業３団体）（現在は（一

社）日本建設業連合会（以下、日建連）に

統合）で「建設業の環境保全自主行動計画」

第 1 版を策定し、公開した。以降、適時改

訂等をかさね、2007 年からは「建設業の環

境自主行動計画」（以下、自主行動計画）と

改名し、現在第 7版に至っている。 

 建設業の環境自主行動計画の実施項目の

変遷を図－１に示す。第 1 版においては地

球温暖化の防止、循環型社会の構築、熱帯

雨林保全、環境マネジメントシステム構築

および生態系保全を大項目として目標を定

めた。この中で、建設副産物への取組みは

循環型社会の構築の中に示された。 

2003 年に発行された第 3 版では、「建設副

産物対策」が主要 11 項目の一つとされた。

その中で、建設副産物の再資源化等目標値

を、2002 年に国土交通省で策定された「建

設リサイクル推進計画 2002」に示された再

資源化等の目標値と整合させ、この目標値

に向けて各建設会社が建設廃棄物の発生抑

制および再資源化への取組みを行ってきた。 

 自主行動計画第 4 版では建設副産物対策

は、環境保全の中の５つの項目の一つとな

ったが、その中では、再資源化等率の低い

建設発生木材、建設汚泥および建設混合廃

棄物が個別に取り上げられ、再資源化等率

の目標値および会員企業における実施方策 

建設業界における廃棄物リサイクルの取組み 
 

一般社団法人 日本建設業連合会 環境委員会土木副産物部会長 
一般社団法人 日本建設業連合会 公衆災害対策委員会環境公害対策部会環境専門部会主査 

株式会社フジタ土木本部土木エンジニアリングセンター土壌環境部 
 

阪本 廣行 
 

キーワード：建設副産物、リサイクル、建設リサイクル推進計画 
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などが示された。さらに自主行動計画第５

版から建設副産物対策は循環型社会の構築

として位置付け、建設廃棄物、建設発生土

および有害廃棄物対策に力点を置いた。自

主行動計画第 6 版では、各建設副産物の再

資源化等率を国交省の建設リサイクル推進

計画に整合させるとともに、リサイクルの

困難な建設混合廃棄物に関しては、建築 

の新築工事における発生原単位を10㎏/ｍ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下を目標値として設定した。そして、2021

年に策定した第 7 版では、これまでの目標

に加えて、海洋プラスチック問題から、廃

プラスチック類の分別の徹底とリサイクル

の促進を対策の目標として取り上げている。

また、自主行動計画第 7 版では、これまで

の低炭素社会から脱炭素社会へ大きく舵を

切ることとなった。 

 

1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

①地球温暖化防止対策

②循環型社会の構築

③熱帯雨林保全

④環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構築

⑤生態系保全

⑥緑化の推進

⑦二酸化炭素以外の温室効

 果ガスの排出抑制

⑧グリーン調達の促進

⑨化学物質管理の促進

⑩環境経営の促進

⑪建設副産物対策

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

 ４．生態系保全

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

M 環境経営

C 低炭素社会

  ⇒脱炭素社会

R 循環型社会

N 自然共生社会

 １．地球温暖化対策

A．環境経営

 1．環境経営の充実

B．環境保全

 ３．環境保全技術活用の促進

 ２．建設副産物対策

 ３．有害物質・化学物質対策

C．環境配慮

 １．環境配慮設計の推進

 ２．グリーン調達の促進

1996.11ー

建設業の環境保全自

主行動計画 第1版

実施項目

①②③④⑤

1998.

10-

第2版

①②

③④

⑤

1999.4ー

第2版（増補版）

実施項目

①②③④⑤⑥⑦

2003.2ー

第3版

実施項目

①⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

※②は⑪に内容変更

③は削除

④は⑩に含む

2006.3ー

第3版

（改訂

版）

実施項目

①⑤⑥⑦

⑧⑨⑩⑪

※⑩の目

標値を変

更

2007.4

建設業の環境自主行動計画 第4版

実施項目

A、B、C

2010.4

建設業の環境自主行動計画 第4版

（改訂版）

実施項目

A、B、C

B 京都議定書・建設リサイクル

推進計画2008の目標年度および目

標値との整合を図る

生態系保全を生物多様性の視点

からとらえなおした

2013.4

建設業の環境自主行動計画 第5版

M 環境経営

環境経営の実践

C 低炭素社会

施工段階、運用時のCO2排出抑制

R 循環型社会

建設廃棄物等の対策

N 自然共生社会

生物多様性の保全

2016.4ʷ

建設業の環境自主行動計画 第6版

M 環境経営

環境経営の充実

C 低酸素社会

施工段階並びに設計・運用段階における温暖化対策

R 循環型社会

建設副産物対策

N 自然共生社会

生物多様性の保全

2021.4ʷ

建設業の環境自主行動計画 第7版

M 環境経営

環境経営の充実・環境配慮設計の促進

C 脱炭素社会

施工段階並びに設計・運用段階における温

暖化対策

R 循環型社会

建設副産物対策

N 自然共生社会

生物多様性の保全および持続可能な利用

暦年

暦年

暦年

実施項目

実施項目

実施項目

図－１ 建設業の環境自主行動計画の変遷 
（白井俊夫：建設業界におけるリサイクルへの取り組み、建設リサイクル Vol.59 に加筆修正） 
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３．日本建設業連合会での具体的取組み 

 日建連では、前述の「建設業の環境自主

行動計画」の取りまとめのほか、建設廃棄

物のリサイクルに対して様々な活動を行っ

ているので紹介する。 

 建設副産物の対策に関しては、環境委員

会の建築副産物部会と土木副産物部会およ

び公衆災害対策委員会の環境公害対策部会

が活動を行っている。 

 建築副産物部会では、建築工事における

建設汚泥の再生利用の促進、首都圏におけ

る新築工事の混合廃棄物発生原単位の調査、

および行政や外部団体の開催する建設リサ

イクルに係る委員会への参画等を実施して

いる。 

また、土木副産物部会と共同で処理業界

との懇談や、処理施設の視察などを積極的

に行い、処理業界と連携して建設副産物の

リサイクルの推進活動を行っている。 

 土木副産物部会に関しては、（旧）土工協

からのテーマを引き継ぎ、土砂に係る事項

を中心に活動している。特にリサイクル関

連では、平成 19 年 3 月に「建設汚泥の適正

処理およびリサイクルの手引き」を発行、

平成 26 年（2014 年）4月に改訂第 3版を発

行した、さらに環境省の新しい通知などや

法改正を踏まえて現在改訂作業中である。

また、今年の 7 月に発生した熱海の土石流

被害が記憶に新しいことであるが、1990 年

代には、建設残土が不適切に堆積や放置さ

れ、土砂の崩壊などの事故や景観の阻害な

どの事案が発生し、関東地域の自治体を中

心に各地で土砂の堆積等の規制を目的とし

た条例（いわゆる残土条例）が制定された。

このため、当時の土工協副産物部会では、

建設発生土の適正な取扱いと利用促進を図

る目的で、2004 年 3 月に「建設発生土取扱

いの手引き」、2006 年 3 月に「建設工事に

伴う廃棄物混じり土の取扱いの手引き」を

取りまとめた。この内容は現在にも通じる

ものである。 

 また、土壌汚染対策法で規制される汚染

土壌の取扱いを解説したパンフレット「汚

染土壌の取扱いについて」を 2003 年 4 月に

当時の建設業 3 団体として発行したが、そ

の後土壌汚染対策法の改正を踏まえ、パン

フレットの改正を逐次行っており、最新は

第 5版として、平成 31 年 4 月 1 日改正全面

施行となった土壌汚染対策法に対応して

2020 年 9月にパンフレットを全面改訂して

日建連 HP で公開している。 

 公衆災害対策委員会環境公害対策部会で

は毎年工種と規模を特定して、全国の会員

企業の建設現場から公害（苦情）の発生状

況と対策状況および建設副産物の発生数量

とリサイクル率や産業廃棄物の適正処理に

関するアンケートを行い、アンケート結果

および後述の現場点検結果等を冊子に取り

まとめるとともに、アンケート結果をもと

に発注者との懇談会を実施している。また、

アンケートに回答した現場のうち首都圏の

約 20 現場を選んで春、秋の 2回現場点検を

行っている。現場点検では、公害の有無、

公害の対策および建設副産物の管理状況や

リサイクル状況などを日建連委員が現場に

出向いて点検や懇談を行い、公害対策やリ

サイクルに関して会員企業に水平展開した

い事例があれば、好事例として日建連の HP

に好事例集としてアップしている。 

 会員への教宣としては、春と秋に環境対

策講習会を開催する他、冊子「建設副産物

リサイクルの手引き」を発行するとともに、

A4 判リーフレット「建設副産物分別の手引

き」、およびポケト版リーフレット「建設廃

棄物の分別」を発行している。 

 

４．建設廃棄物のリサイクル率の推移 

 日建連および日建連会員会社他建設業界

の取組みにより建設廃棄物のリサイクル率

は、国交省の建設リサイクル推進計画およ

び建設業の環境自主行動計画の目標値をほ

ぼ達成している。 

 図-２および図-３に、国交省の建設リサ

イクル推進計画に示された各種廃棄物のリ

サイクル率の推移と、建設廃棄物全体のリ

サイクル率の目標値と実績値の推移を示す。 

 個別の建設廃棄物では、国交省が調査を

始めた 1990 年度では、アスファルト・コン

クリート塊、コンクリート塊、建設発生木

材の再資源化等率は 42～56％、建設汚泥は
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21％と低い値であった。1995 年度の実績で

は、アスファルト・コンクリート塊、とコ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 建設副産物再資源化等率の実績値の推移 

※再資源化等率：再資源化と縮減の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 建設廃棄物全体の再資源化・縮減率の推移 

 

ンクリート塊の再資源化等率は上昇したも

のの建設発生木材と建設汚泥は低下した。

その後、建設リサイクル推進計画で 2000 年

度の目標値が示されたのと 2000 年に建設

リサイクル法が制定されたことから、建設

廃棄物の再資源化等率が大きく上昇した。

特に、アスファルト・コンクリート塊およ

びコンクリート塊は 2000 年度の実績で

98％、96%とほぼ限界に近い再資源化率とな

って、その後も再資源化率は徐々に上昇し

ている。また、建設発生木材に関しては、

2000 年度には 83％、2005 年度には 90.7％

となっている。建設汚泥に関しては、他の

廃棄物のように高い再資源化等率ではなか

ったが、2018 年度の実績値では再資源化等

率が 94.6％となっている。 

 建設廃棄物全体では、比重の大きいアス

ファルト・コンクリート塊とコンクリート

塊の影響が大きく、2005 年度から 90%を超

す再資源化等率となっており、再資源化等

率の目標値を定めた 2005 年度から実績値

は目標値を上回っている。2024 年度の目標

値は 98%を掲げており、2018 年度の実績値

の97.2％をわずかに上回る値に設定されて

いる。98%という数値は限界であろうと思わ

れるため、建設リサイクル推進計画 2020 で

は、”「質」を重視するリサイクルへ”と量

はほぼ現状維持であっても、利用者が安心

して使える良質な再生品を製造することに

より、リサイクルの推進を目指している。 

 

５．日建連会員企業のリサイクルの取組み 

 会員会社においては環境問題の高まりか

ら、建設副産物のリサイクルに積極的に取

り組んでおり、各社の CSR 報告書等に廃棄

物の排出量などの削減成果等を報告してい

る。 

 具体的な活動としては、建設リサイクル

法に則り、解体工事や新築工事における分

別を徹底し、現場ではゼロエミッションを

目標として廃棄物の分別を行い、「分ければ

資源／混ぜればゴミ」などの標語を掲げて

分別の徹底を図り、分別した廃棄物は再生

処理を行っている処分業者に処理委託を行

って建設廃棄物の最終処分量”０”を目指

している。 

 廃棄物の分別においては、廃棄物の種類

ごとに容器を設け、容器ごとに分別表示板

（図－４）などをつけて間違いなく分別で

きるよう工夫を凝らしている（写真－1）。

さらに、分別表示板に実際の廃棄物となる

部材などの写真を掲示し、分別をより確実

なものにする工夫なども行っている。 

 また、混合廃棄物になると再生利用等率

が下がるので、混合廃棄物をできるだけ少

なくするよう、分別を徹底して各社で混合

廃棄物の排出量削減を目指している。 

 廃棄物の発生を減らすためにはリデュー

ス、リユース、リサイクルの順序であり、

廃棄物を発生させないために部材を工場で

事前にカットして現場に搬入することや、

資材の納入における梱包を極力少なくする

など廃棄物発生の抑制活動も行っている。 
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図-４ 分別表示板の例 

（株）つくし工房、ユニット（株）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１ 分別容器の例 

 

 

６．今後の課題 

 建設廃棄物のリサイクルに関しては、主

要な廃棄物であるアスファルト・コンクリ

ート塊、コンクリート塊、建設発生木材、

建設汚泥および建設混合廃棄物の合計に関

しては 97.2％と高いリサイクル率であった

が、近年、国際的に問題となっている廃プ

ラスチックはこの統計には入っていない。

建設業の環境自主行動計画第 7 版において、

はじめて廃プラスチックの分別とリサイク

ルの促進を掲げている。プラスチック類は

様々な材料に使われており、また素材も

様々である。さらにいろいろな物と複合し

た形でも使われており、特に建築工事の内

装材は多様なので、素材の見極めが困難で

ある。分別やリサイクルに関しては、プラ

スチック処理業者やメーカーとも協力して

いく必要があると思われる。 
 次に、再生品の品質問題である。環境安

全性は勿論のこと、品質の安定性を確保し

ていかなければならない。建設業界と廃棄

物処理業界との協力も欠かせないであろう。 
 建設廃棄物を現場内で自ら利用する場合、

その処理を排出事業者自らが行うか（下請

けは他人なので処理業の許可が必要）、中間

処理業の許可を持った者に委託しなければ

ならないとされている。特に、建設汚泥や

再生砕石の現場内での自ら利用においては、

一般にゼネコンが自ら処理を行うことはほ

ぼ無いので、処理業者に委託することにな

る。発生現場内で処理して埋戻し等に利用

しようとすると、移動式の許可を持った処

理業者に現場内で処理を行ってもらうか、

環境省通知「規制改革・民間開放推進３か

年計画」（平成 16 年３月 19 日閣議決定）」

において平成 16 年度中に講ずることとさ

れた措置（廃棄物処理法の適用関係）につ

いて（通知）： 平成 25 年３月 29 日環廃産

発第 130329111 号の「第三 企業の分社化

等に伴う雇用関係の変化に対応した廃棄物

処理法上の取扱いの見直し」で示されてい

るような契約を交わす等して、自ら処理を

行うことになる。現在中間処理業者で、現

場内へ移動型の処理機械を持ち込んで処理

を行うことができる「移動式の許可」を取

得している処理業者が少ないので、現場内

での処理が困難な場合が多い。地球温暖化

に対して、脱炭素を目指すうえで処理施設

への運搬が不要な現場内処理・現場内利用

が望まれることから、移動式の許可業者の

増加が望まれると筆者は考えている。 
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はじめに 

「パリ協定」は、2015 年 12 月、国連気

候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）
において採択され、2016 年 11 月に発効し

た。パリ協定には、図 1 に示すように、工

業化以前からの気温上昇が2℃に達すると、

地球温暖化に伴う様々な異常現象の発生リ

スクが確実に高まることから、その上昇量

を 2℃より十分低く抑えること（1.5℃以下

に抑える努力をすること）、そのために 21
世紀後半に温室効果ガスの排出量と吸収量

のバランスをとること（実質的排出量をゼ

ロとすること）が長期目標として掲げられ

た。パリ協定に対応して、世界各国が温室

効果ガスの排出削減目標の引上げを発表・

検討したにもかかわらず、我が国は削減目

標を改定しないまま 2020 年 3 月に国連に

再提出し、世界第 5 位の排出国としての義

務を果たしていないとして国内外から非難

を浴びていた。 
そのような背景の下、2020 年 10 月、首

相所信表明演説において「2050 年までにカ

ーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を

目指す」ことが宣言されて以来、その実現

CO2と廃コンクリートを原料とする 
完全リサイクル可能な 

カーボンニュートラルコンクリートの開発に向けて 
 

東京大学 大学院工学系研究科 教授 
野口 貴文 

 
 

キーワード：CCUS、資源循環、炭酸カルシウム、ユビキタス、地産地消 

1850〜1900 年を基準とした地球温暖化（℃） 

今日までに推定される人為

起源の昇温と可能性の高い

範囲 

定型化された排出経路に対するモデル応答の可能性の高い範囲 
■世界全体の CO2排出量は 2055 年に正味ゼロに達し、CO2以外の放射

強制力は 2030 年以降減少する。 

■より急速な CO2削減によって、昇温を 1.5℃に抑えられる確率

がより高くなる。 

観測された月毎の GMST 

■CO2以外の正味放射強制力が減少しない場合、昇温を 1.5℃に抑え

られる確率がより低くなる。 

図 1 地球全体の気温変化の計測結果および将来予測 1) 
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に向けて、セメント・コンクリートがにわ

かに脚光を浴びることとなった。 
低炭素社会の構築に向けたこれまでの流

れの中で、セメント・コンクリートは、いつ

も厄介者扱いされてきた。セメント・コン

クリートを製造すればするほど、主要な温

室効果ガスであるCO2が排出されるためで

あり、その削減、すなわち、脱セメント・コ

ンクリートこそが低炭素社会の構築には必

須であると考えられていたと言っても過言

ではない。しかしながら、セメント・コンク

リートがこの世から消えてしまうと、現在、

人類の生活・社会活動を下支えしているほ

とんどの社会資本（建築物、道路、橋、ダム、

堤防など）が、今後、整備できなくなること

は疑う余地もない事実であり、このジレン

マの解決策の模索が、世界各国において、

セメント・コンクリート業界を中心に続け

られてきている。 
本稿では、我が国の温室効果ガスの削減

目標の変遷、およびセメント・コンクリー

トにおける低炭素化方策の歴史を辿るとと

もに、2050 年脱炭素社会の実現に向けた、

セメント・コンクリートにおけるカーボン

リサイクル技術の開発の現況を紹介する。 
 
日本の温室効果ガスの削減目標の変遷 

低炭素社会・脱炭素社会・カーボンニュー

トラル化の端緒は、1997 年 12 月に採択さ

れた「京都議定書」であり、当時、我が国は

2010 年の温室効果ガスの排出量を 1990 年

比 6%減とすることを約束した。これまでの

我が国の温室効果ガスの削減目標は、図 2
に示すように、時代の流れ・要請に応じて

変遷してきている。削減目標は、2011 年の

東日本大震災の影響を受けて一時的に後退

（図 2 中の③）したものの、それ以降、主

要排出国として国際的な協調の下で地球温

暖化対策に率先して取り組むことにより国

際社会を主導すべく、削減目標は段階的に

引き上げられてきた。先述の 2020 年 10 月

の首相所信表明演説における「2050 年カー

ボンニュートラル宣言」の後、2021年4月、

米国バイデン大統領主催の気候変動リーダ

ーズサミット（オンライン）において、我が

国（2018 年の世界全体に占める CO2 排出

量割合：3.2%）は 2030 年までに 2013 年度

比 46%減とする温室効果ガスの削減目標を

示した。ちなみに、このサミットにおいて、

米国（同：14.7%）からは2030年までに2005
年（ピーク）比で 50～52%削減すること、

EU（同：9.4%）からは 2030 年までに 1990
年比で 55％削減することが表明されたが、

中国（同：28.4%）、インド（同：6.9%）お

よびロシア（同：4.7%）からは、具体的な

数値目標引上げについての言及はなされな

かった。 
 
低炭素化・脱炭素化の方策 

人類の様々な活動（人為的活動）によっ

て生じるCO2排出には、エネルギー起源（化

石燃料の燃焼に伴う排出）のものと非エネ

図 2 日本の温室効果ガス排出削減目標の変遷 
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ルギー起源（セメント生産などの工業プロ

セス起源＋廃棄物起源）のものとがあり、

エネルギー起源のものが全体の 90%以上を

占めている。地球規模で考えると、現在、両

者を合わせた毎年の CO2排出量は、海洋・

森林・土壌などの自然による CO2吸収量の

2 倍を超えており 2)、地球温暖化は確実に進

みつつある。脱炭素社会・カーボンニュー

トラル化を実現するためには、人為的活動

によって生じる CO2排出量と、自然による

CO2 吸収量とをバランスさせる必要がある。 
人為的活動を維持しながら、低炭素化・

脱炭素化・カーボンニュートラル化を実現

するための方策は、図 3 に示すように、(a) 
CO2排出削減（直接的削減）、(b) CO2排出

削減（直接的削減＋間接的削減）、(c) カー

ボンオフセット、(d) CO2回収・貯留（CCS: 
Carbon Capture and Storage）、(e) CO2回

収・有効利用（CCUS: Carbon Capture, 
Utilization and Storage）に分類される。 
「CO2 排出削減」は、化石燃料（石油、

石炭など）の燃焼によって得られるエネル

ギーを再生可能エネルギー（太陽光、風力、

水力、地熱、バイオマスなど）に転換するこ

と（直接的削減）、化石原料の使用量を削減

すること（直接的削減）、化石原料を副産物

原料に転換すること（間接的削減）などに

よってなされる。副産物原料を利用する場

合、現時点では、副産物の生産時に排出さ

れる CO2の全量が主産物の負担とされ、副

産物にはCO2排出が負わされていないこと

が多いため、「間接的削減」としている。し

かし、低炭素化・脱炭素化・カーボンニュー

トラル化を目的として副産物が主産物に変

わることもあり、その場合には CO2排出削

減を期待できなくなってしまうことに注意

が必要である。 
「カーボンオフセット」とは、CO2 の排

出削減努力を行ったうえで、不可避である

排出量に見合う別のCO2排出削減活動への

投資等により、排出量を埋め合わせしよう

とするものであり、植林・森林保護・クリー

ンエネルギー事業への投資が具体的な方策 

 

 

 

 

 

 

(a) CO2 排出削減（直接的削減） 

 

 

 

 

 

 

(b) CO2 排出削減（直接的削減＋副産物利用による間接的

削減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) カーボンオフセット 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) CO2 回収・貯留（CCS） 

 

 

 

 

 

 

 

(e) CO2 回収・有効利用（CCUS） 

図 3 低炭素化・脱炭素化・カーボンニュートラ

ル化の実現方策 
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となっている。ただし、ダブルカウント 3)、

森林による CO2 吸収の限界 4)などの問題が

指摘されており、カーボンオフセットによ

るカーボンニュートラル化には限界がある

と言える。 
「CCS」とは、工場などから排出された

CO2 を他の気体から分離して回収し、地中

深くに圧入して貯留しようとするものであ

り、現在、世界各国でプロジェクトが実施

されているが、CO2 の圧縮・移送に必要な

エネルギー量の低減、長期間に渡る CO2の

安定貯留の検証など、技術的課題が残され

ている 5)。 
「CCUS」については、カーボンニュート

ラルな建設資材として公認されている木材

に合致する方策であり、根底には図 4 に示

すような資源循環の概念が存在している。

つまり、森林の樹木は大気中の CO2を吸収

して生長し、伐採後に木材として利用され

れば長期間炭素を貯蔵し続け、その後、燃

焼等によって木材からCO2が放出されたと

しても、その CO2は再び樹木の生長に利用

される。セメント・コンクリートにおいて

も脱炭素化・カーボンニュートラル化を目

指すのであれば、木材と同様な CO2の循環

を組み込んだCCUSを実現していくことが

求められるであろう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートにおける CO2 削減策 

セメント・コンクリートのライフサイク

ルの各段階における CO2排出は図 5 のよう

に示されるが、各段階において、表 1 に示

すようなCO2排出削減策が従来の地球温暖

化対策であった。特に、コンクリートの主

要材料であるセメントにおける、ポルトラ

ンドセメント量の削減がCO2排出削減策と

しては最も重要であった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 木材の資源循環 6) 

図 5 セメント・コンクリートのライフサイクルの各段階における CO2 排出 
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表 1 コンクリートのライフサイクルの各段階における CO2 排出削減策 
段階 CO2排出削減策 

① 資源採取・収集 地場資源の利用 

② 構成材料生産 
排熱利用、廃棄物・副産物の原料・燃料としての利用、セメントの低温焼成・太陽

光焼成 

③ コンクリート製造 
混和材によるポルトランドセメントの置換、単位セメント量の削減、運搬車両のア

イドリングストップ 
④ 建設工事 建設機械のハイブリッド化・電動化、ICT 利用による作業効率の向上 
⑤ 構造物供用 長寿命化、コンクリートの熱容量を利用したパッシブソーラー・クーラーシステム 
⑥ 構造物解体 解体機械のハイブリッド化・電動化 
⑦ 中間処理 近隣の中間処理場への運搬 

 
セメントとしては、製鉄業の産業副産物

である高炉スラグや石炭火力発電による産

業副産物であるフライアッシュを混合した

高炉セメントやフライアッシュセメントの

利用が、「都市の低炭素化の促進に関する法

律」（エコまち法）などで推奨されてきた。

昨今、図 6 に示すように、高炉スラグ微粉

末やフライアッシュなどの混和材によるポ

ルトランドセメントの置換率が 60%を超え、

60%以上の CO2排出削減が図られたコンク

リートを用いた構造物も建設されてきてい

る。このような産業副産物を用いてコンク

リートの低炭素化を図る場合に注意しなけ

ればならないことは、他産業自体がいつま

で存続するのかといった永続性や、図 3(c)
に示したような副産物が主産物となった場

合の CO2 排出のアロケーション（割当て）

であり、時代の潮流を見極める必要がある。

その他、ジオポリマーと呼ばれるものも登

場してきており、図 7 のように、海外では

建築物の建設例も報告されている。ジオポ

リマーは、アルミナシリカ粉末とアルカリ

溶液の縮重合反応で生じるアルミノケイ酸

塩の固化体の総称であり、結合材としてポ

ルトランドセメントは全く使用されていな

い。ジオポリマーの主要な結合材は、石炭

灰（フライアッシュ）や高炉スラグ微粉末

であるため、その利用に際しての地域性・

永続性に課題が残されている。 
コンクリート構造物の長寿命化は、セメ

ントの生産、コンクリートの製造、および

コンクリート構造物の建設の機会が減少す

ることで、CO2排出量の削減に貢献するこ 

 
 
 
 
 

 

(a) クリーンクリートを用いた建築物 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) ECM コンクリートを用いた建築物 8) 

図 6 混和材で大量置換したセメントを用

いて建設された構造物の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 ジオポリマーを用いて建設された建 

築物 9) 

大林組技術研究所オープンラボ 2 のプレキャスト外壁 

横浜市役所の地下躯体・基礎 

Structural Building, The University of 
Queensland’s Global Change Institute 
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とができる。また、コンクリートの熱容量

が大きい性質（一度温めるとなかなか冷め

にくく、逆に冷やすと温まりにくい性質）

を利用することで、図 8 に示すように、冬

場のパッシブソーラーシステム、夏場のパ

ッシブクーラーシステムとして機能させる

ことができる。すなわち、太陽高度が低い

冬場には、日中室内に到達した太陽光によ

って温められたコンクリートの床・壁から、

夜間放熱がなされることで室内の温度が一

定レベルに保たれ、暖房エネルギーの削減

につながる。一方、夏場は、ボイドスラブの

中に冷気を通すことで、室内の温度が一定

レベルに保たれ、冷房エネルギーの削減に

つながり、CO2排出削減に寄与する。 
以上のように、CO2 排出削減に対して、

コンクリートのライフサイクルの各段階で

様々な開発がなされてきたが、先述のよう

に、セメント・コンクリートにおけるカー

ボンニュートラル化は、化石燃料・化石原

料からの脱却やコンクリートの熱容量利用

によるCO2排出削減だけでは不可能であり、

CO2 回収・有効利用をも取り入れた地球温

暖化抑制方策が必須と言える。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) パッシブソーラーシステム 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) パッシブクーラーシステム 11) 

図 8 コンクリートのパッシブソーラー・ 

      パッシブクーラーシステムへの利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 セメント・コンクリートのライフサイクルの各段階における CO2 吸収利用 
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表 2 コンクリートのライフサイクルの各段階における CO2 吸収・利用策 
段階 CO2吸収・利用策 

Ⅰ 資源採取・収集 CO2を利用して生成した炭酸塩のセメント原料化 

Ⅱ 構成材料生産 
CO2と反応して硬化するセメントの開発、CO2との反応で生成した炭酸塩による混

和材・骨材の生産 
Ⅲ コンクリート製造 フレッシュコンクリート中への CO2の導入、炭酸化養生 
Ⅳ 建設工事 － 
Ⅴ 構造物供用 炭酸化（中性化） 
Ⅵ 構造物解体 － 
Ⅶ 中間処理 コンクリート廃材の炭酸化 

 
コンクリートにおける CO2 吸収・利用策 

セメント・コンクリートのライフサイク

ルの各段階における CO2 吸収・利用は図 9
のように示されるが、各段階において、表 2
に示すような CO2吸収・利用策が世界各国

において活発に研究・開発され、実用化さ

れているものもある。 
水とは反応しない、またはほとんど反応

しないが、CO2 と反応して硬化する性質を

有する鉱物（γ-C2S、CS、C3S2など）を結

合材として用いたコンクリートの開発が、

日本および米国においてそれぞれ進められ、

無筋コンクリート製品としての実用化がな

されている 12)13)。しかしながら、アルカリ

性に乏しいことから、今後、鉄筋の腐食抑

制技術や鉄筋代替材の利用技術に関する開

発が進められることが期待される。ただし、

これらの結合材が産業副産物を原料として

生産される場合には、図 10 に示すように、

カーボンマイナスのコンクリートともなり

得るが、前述のように、副産物が主産物と

なった場合には、CO2 収支の見極めが重要

である。 
また、CO2 を利用して人工的に製造した

炭酸カルシウムからなる混和材 14)15)や、ス

ラグ・セメントキルンダスト・フライアッ

シュなどを粒状化して炭酸化させた骨材
16)17)、図 11 に示すような人造炭酸カルシウ

ムでコーティングされた骨材 18)なども開発

されてきており、既に実用化がなされた例

もある。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 10 CO2 と反応して硬化する結合材を用 

いたコンクリート 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 11 CO2 を利用した人造炭酸カルシウム 

からなる骨材の例 18) 
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C4S 研究開発プロジェクトの概要 

筆者らは、コンクリートのカーボンニュ

ートラル化とクローズドな資源循環の達成

を目的として、コンクリート構造物中の Ca
を CO2吸収源とみなし、構造物の解体によ

って発生するコンクリート廃材中の Ca と

大気中の CO2（工場排ガス中の高濃度 CO2

でも可）とを結合させて、炭酸カルシウム

コンクリート（CCC: Calcium Carbonate 
Concrete）として再生するプロジェクトを

NEDO ムーンショット型研究開発事業 19)

で実施している。現在、図 13 に示すように、

セメント・コンクリート系廃棄物（粉体）と

CO2 とを水を介して接触させて炭酸水素カ

ルシウム（Ca(HCO3)2）水溶液とし、コンク

リート廃棄物などを破砕して製造した粒子

間にその水溶液を通水し、水分蒸発、温度

変化、pH 変化などの操作を施すことで、粒

子間に炭酸カルシウムの結晶を析出させて

硬化体を製造する技術開発を進めており、

図 14 に示すような硬化体（圧縮強度は最大

15MPa、直径は最大 5cm）が得られている。

また、図 15 のように、CCC はカーボンマ

イナスであり、CCC がリサイクルされて再

び CCC となる場合にも、排出される CO2

量は非常に少量であると想定される。 
将来、CCC を従来のセメント・コンクリ

ートに替わる主要な建設材料として実用化

することで、図 16 に示す新たな資源循環

（ C4S: Calcium Carbonate Circulation 
System for Construction）の実現が可能と

なる。すなわち、構造物の解体に伴って毎

年発生する 0.5～1.0 億トン（現場内利用分

含む）のセメント・コンクリート系廃棄物

が CO2の吸収源となり、その全量を原料と

して用いて CCC を生産することにより、国

内で最大年間 325～650 万トンの CO2 が吸

収されることとなる（コンクリート 1 トン

中のセメント量を 0.13 トン、セメント 1 ト

ン生産時に脱炭酸で生じる CO2量を 0.5 ト

ンと仮定）。そして、現在までにセメント生

産時の石灰石の脱炭酸により大気に放出さ

れたCO2の全量（日本全体で約 20億トン、

世界全体で約 550 億トン 20)）が回収され、

CCC として固定化される。CCC は省エネ

ルギーで何回でも繰り返し再生利用するこ

とができるので、人新世以降にセメント・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13 CCC の製造方法 

 
 
 
 
 
 

図 14 試作された CCC の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 CCC の CO2 排出・吸収 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 16 C4S の概要 
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コンクリートが引き起こした環境影響の時

計の針が巻き戻され、コンクリートはそれ

以降カーボンニュートラルな建設材料へと

転換されるため、地球環境の再生に大きく

貢献できるものと考えられる。聞くところ

によれば、「数億年前の太古に CO2 が海中

で固定化され、ヒマラヤ山脈やアルプス山

脈が盛り上がり、生物が生きていけるクー

ルアースになった。『C4S 研究開発プロジェ

クト』は、これを現代文明社会で再現して、

再び地球を救おうという壮大なプロジェク

トである」と期待されているようである。 
 
おわりに 

2050 年カーボンニュートラル社会の実

現に向けて、世界各国、全産業において、政

策立案・技術開発の動きが慌ただしくなっ

てきている。コンクリートは、社会資本整

備にとって欠かせない建設材料であり、そ

の生産には膨大な資源が投入されることか

ら、カーボンニュートラル社会実現の鍵を

握る物質であることは間違いない。カーボ

ンニュートラルは、2050 年においてのみ達

成されればよいわけではないことは当然で

あり、永久に続いていく必要がある。した

がって、コンクリートにおいてカーボンニ

ュートラル性を実現するためには、次の条

件がすべて満たされなければならない。 
 
  コンクリートの生産量は膨大であるため、

コンクリートに用いられる原材料は、十

分な資源量を有している必要がある。 
  カーボンニュートラル性を持続するため

には、コンクリートは閉じた資源循環を

形成できる（何度でもリサイクルできる）

必要がある。 
  コンクリートのカーボンニュートラル性

は炭酸塩化が鍵となるので、膨大な CO2

とバランスする量の相手物質（Ca など）

があり、膨大なコンクリートに見合う炭

酸塩を形成でき、全てのコンクリートで

利用できる必要がある。 
  コンクリートおよびその原材料は重く、

かつ使用量が多いことから、運搬にかか

るエネルギー・コストの削減のために、

コンクリートは地産地消である必要があ

る。 
  コンクリートは経済的に生産・供給でき

る必要がある。 
 

以上の全条件を満足するコンクリートと

して CCC の開発を鋭意進めており、その実

用化の目途が立った際には、再度報告させ

ていただければ幸いである。 
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はじめに 

日建連は、2021 年 5 月「建設業の環境自

主行動計画 第七版（以下、自主行動計画

という）」を公表※1しました。 

「建設業の環境自主行動計画」は 1996 年に

策定以来、持続可能な社会の実現を目指し、

テーマごとに目標を設定して具体的な環境

改善活動の拡充を図りながら、日建連およ

び会員企業の取組み指針として位置づけら

れています。 

 

１．カーボンニュートラルの実現に向けて 

～ 第 7版のテーマ ～  

2020 年 10 月に、菅首相が「2050 年カー

ボンニュートラル（温室効果ガス排出量の

実質ゼロ）」を宣言し、本年 4月の気候変動

サミットにおいて 2030 年に向けた温室効

果ガスの排出削減目標を大幅に引き上げて、

2013 年度比で 46％削減すると表明しまし

た。こうした動きを踏まえ第 7 版では、テ

ーマの１つである「低炭素社会」を「脱炭

素社会」に変更し、カーボンニュートラル

への姿勢を明確にしました。「環境経営およ

び個別３テーマ（脱炭素社会、循環型社会、

自然共生社会）の実現に向け、業界内外の

ステークホルダーとの連携が必要な横断的

な取組みの検討・実施体制の構築」をテー

マに、バリューチェーンでの取組みへの転

換に向けて「バックキャスティング（長期 

 

ビジョン）」と「フォアキャスティング（中

期計画）」による PDCA を通じて、目標設定

や実施体制のフォローアップも行っていき

ます。第７版の対象期間が 2021～25 の５ヵ

年計画であることから、「施工段階における

ＣＯ₂排出量原単位を 2030～40 年度の早い

時期に 2013 年度比 40％削減」を中間目標

に設定しました。 

 

２．サプライチェーン（スコープ１，２， 

３）排出量の削減について 

2050年には建設作業所で発生する温室効

果ガスをゼロにするだけでなく、建設資材

の生産時に発生するＣＯ₂や建設物の供用

時に発生するＣＯ₂についても実質ゼロに

することが求められています。そのために

は、建設業界内の削減取り組みを超え、上

下流のサプライチェーン全体で削減に取り

組む必要があります。「サプライチェーン排

出量」は、国際機関「GHG プロトコルイニ

シアチブ」が策定した基準です。ライフサ

イクルＣＯ₂（LCCO2）を、自社の排出をス

コープ 1、電力会社等から供給される電気・

熱などを創る時の排出をスコープ２、上下

流の排出すべてをスコープ３に区分して把

握することとしています。スコープ１，２

と比較して、スコープ 3 排出量のカテゴリ

1（購入した資材・サービス）、カテゴリ 11 

建設業の環境自主行動計画第７版の策定 
～2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて～ 

 
一般社団法人 日本建設業連合会 環境委員会 環境経営部会 部会長 

前田建設工業株式会社 CSR・環境部 主幹 
大竹 利幸 

 
キーワード：カーボンニュートラル、サプライチェーン（スコープ１，２，３）排出量 

サーキュラーエコノミー、環境配慮設計・調達、ＬＣＣＯ2 
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（製品である建築物）からの排出量が圧倒

的に多いことが建設業の特徴です。また、

建設業のスコープ 3 排出量は、建築物省エ

ネ法による規制値や発注者の要求仕様に大

きく影響されることから、第 7 版では目標

値の議論には至りませんでした。そこで、

第 7版では「2025 年度までに、自社施設の

ZEB 化・運用段階のＣＯ₂削減計画を策定」

を出発点とし、「ライフサイクル・サプライ

チェーンの各段階における脱炭素化を推

進」、「ZEB/ZEH の普及・推進」に取り組む

こととしました。 

 

３．作業所における排出量の削減 

作業所で発生するＣＯ₂は、重機車両の燃

料と電力起源に大別されます。燃料の使用

は、油圧ショベル・ダンプトラック・発電

機などのディーゼル機関での軽油が主にな

ります。電力は仮設事務所でのエアコン・

照明、工事での機器、例えばトンネルのシ

ールドマシン、仮設で使用する送風機や照

明などがあります。電力使用の削減として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ活動や使用電力のグリーン化を進め

ていますが、ＣＯ₂排出量の約 80%を占める

化石燃料の削減は簡単には進みません。Ｉ

-Construction 等による施工の効率化を進

めていますが、排出量を大幅に削減するた

めには、低炭素燃料等の利用拡大や EV 建機

等（革新的建設機械）への切り替えも必要

です。円滑な転換のために、業界内外のス

テークホルダーと連携し「建機等の転換コ

ストを含む現場導入に向けたロードマップ」

を用意する必要があります。「2030 年度に

40％削減するための先導事業」を試行し、

公共工事の「環境配慮設計・調達」の発注

仕様としていくことが重要と考えています。

その上で、協力会社の脱炭素化の促進支援

策についても、積極的に取り組むことで

「2030～40 年度の早い段階で 40％削減を

目指す」ことを目標としました。また、経

団連「低炭素社会実行計画」に参加し、会

員企業の集計結果のとりまとめ、業界の排

出削減の取組みを推進しています。 
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４．建設リサイクルとカーボンニュートラ

ル 

建設リサイクル推進計画２０２０では、

「質」を重視するリサイクルという新しい

概念が提示されました。推進施策の「アス

ファルト to アスファルト」は、従来のリサ

イクル率による管理に加え、化石燃料由来

のストレートアスファルトを循環利用させ

ることで、ＣＯ₂削減効果という付加価値が

向上します。また、「建設発生土のトレーサ

ビリティシステム等」の活用は、不適正な

取扱の抑制と「官民マッチングシステム等」

との連携により、建設発生土等の輸送の最

適化・ＣＯ₂削減の可能性が見込まれます。

こ れ ら の 実 現 に は 作 業 所 に お け る

i-Construction と、サプライチェーンを繋

ぐＩＣＴの活用が有効と考えます。 

2017 年度の物質フローによれば、日本の

総物質投入量から、エネルギーと食料を除

いた物質投入量は約 9.9 億ｔで、そのうち

建設業が使う資材は 8 割を超えています。

建設業のバリューチェーンマネジメントの

影響力が大きいとの認識が必要です。日建

連はパンフレット（低炭素型コンクリート

の普及促進に向けて）等の発行を通じた活

動を行ってきました。今後、主要建設資材

である鉄鋼・セメント等を中心に、社会全

体で材料や資源の効率性を高める循環経済

（サーキュラーエコノミー）実現に向け、 

建設業の特性である受注生産・組立産業の 

枠を超え、行政を含む発注者・製造メーカ

ー・リサイクル会社等とのより高度な連携

を目指した活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

日建連は、本年度カーボンニュートラル

対策ＷＧを立ち上げ、推進メニューとロー

ドマップの作成を開始しました。同時に、

環境課題として掲げる「脱炭素社会」「循環

型社会」「自然共生社会」の実現に向け、本

行動計画に基づく組織横断的な活動を展開

してまいります。また、行政への協力やス

テークホルダーとの連携等を通じ、会員企

業の環境業務の生産性向上・共通利益の最

大化に向け取組みを推進します。 

 

 

 

※１：建設業の環境自主行動計画第７版 

https://www.nikkenren.com/kankyou/pdf/

indep_plan_7_web.pdf 
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（一社）日本建設業団体広報誌『ACe 建設業界』
2021 年 8 月号より抜粋 
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建設リサイクルＱ＆Ａ 
 

 

 

 

Ａ１.マンション外壁塗装工事は建築物の修繕・模様替等の工事種類に該当し、請負金額が

1 億円以上のため建設リサイクル法施行令第２条で定める規模に関する基準にも該当

しますが、対象建設工事に該当するかどうかは特定建設資材の使用も条件の一つとな

ります。質問のケースでは、外壁塗装工事において特定建設資材を使用していなけれ

ば、届出は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

Ａ２.発注者が同一の受注業者と 2以上の契約に分割して発注する場合、特定建設資材を用

いた建築物の解体は床面積の合計が 80 ㎡以上で判断しますので届出が必要となりま

す。 

 

 

建設副産物リサイクル広報推進会議事務局 

改訂版 建設リサイクル実務Ｑ＆Ａより 

Ｑ１．マンション外壁の塗装工事を請け負う場合に、その請負金額が 1億円を超える場

合は、修繕・模様替等工事として届出は必要ですか?

Ｑ２．同一箇所で床面積 50 ㎡と 35 ㎡の建築物を別契約により解体する場合、届出は必

要ですか?
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建設副産物リサイクル広報推進会議では、下記の活動を行っております。 
 
１．建設リサイクル広報用ポスター 

毎年、3R 推進月間に向けて建設リサイクルポスターを作成・販売しています。本ポスタ

ーを建設副産物リサイクル広報推進会議 HP および行政機関の広報誌やホームページ等で

広報し、建設リサイクルの活動を働きかけています。 
 

2021 年度建設リサイクル広報用ポスターを作成しました（本号 表紙参照）。 
ポスターのキャッチコピーは、多数の応募の中から 
株式会社ガイアート 九州支店 宮﨑合材工場 川野 卓氏の 
「未来を笑顔に ３Ｒで建設ＤＸ」 

が選定されました。 
 
広報用ポスターの詳細は、下記の URL に掲載しております。 
http://www.suishinkaigi.jp/publish/poster.html 

 
２．２０２１建設リサイクル技術発表会・技術展示会 

 アスティとくしまにおきまして２０２１建設リサイクル技術発表会・技術展示会を建設

フェア四国 2021 in 徳島と同時開催いたします。開催概要は下記の通りです。 
 １）建設リサイクル技術発表会 
    １１月２５日(木)        13：00～16：30 
   アスティとくしま（3F 第 2 特別会議室） 
 ２）建設リサイクル技術展示会 

 １１月２５日(木)、２６日（金）10：00～16：00（両日） 
アスティとくしま（1F 多目的ホール） 

 詳細につきましては、下記の URL に掲載しております。 
http://www.suishinkaigi.jp/diffuse/presentation.html 

 
３．その他 

 事務局に寄せられる建設リサイクル等に関する質問に対応する。 
等の活動を行っております。詳細は、HP をご覧ください。 

http://www.suishinkaigi.jp/ 

 
建設副産物リサイクル広報推進会議 

の活動について 
 

建設副産物リサイクル広報推進会議 事務局 
 

キーワード：建設リサイクル、広報活動 
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